
・「地方こそ成長の主役」との発想に基づき、地方がそれぞれの特性に応じた発展を遂げることができる
よう、日本経済成長の起爆剤としての大規模な地方創生策を講ずるため、内閣に、新しい地方経済・
生活環境創生本部が設置された。

・まずは、今後10年間集中的に取り組む「基本構想」の策定に向けて議論を進める。

新しい地方経済・生活環境創生本部（新地方創生本部）について

本部長 内閣総理大臣
副本部長 内閣官房長官、

新しい地方経済・生活環境創生担当大臣
本部員 他の全ての国務大臣

11月８日 第１回新しい地方経済・生活環境創生本部

12月末 「基本的な考え方」決定

連携

今後のスケジュール

組織体制

新しい地方経済・生活環境創生本部
閣僚会議

新しい地方経済・生活環境創生会議

有識者会議

新しい地方経済・生活環境創生本部幹事会

関係省庁会議

全世代型社会保障構築本部

デジタル行財政改革会議

※第１回新しい地方経済・生活環境創生本部会議資料
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